
 

 

 

発信日：2025 年 9 月 8 日 

《福岡県外国人技能実習生受入組合連絡協議会》 情報通信 第276号

地域別最低賃金について2025年改定額が9/5（金）までに全国まとまりました。

発効日は10/1～来年 3/31と都道府県により異なります。 

詳しくは、厚労省HPを確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html 

 

 

今回のテーマ「地域別最低賃金2025年の改定額」について 
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